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       令和２年第４回西予市議会定例会厚生常任委員会会議録 

１．開催日時 令和２年１２月９日 

１．開催場所 西予市議会第３委員会室（午前） 

       西予市議会第１委員会室（午後） 

１．開  会 令和２年１２月９日 

       午前 ９時５８分 

１．閉  会 令和２年１２月９日 

       午後 ３時０５分 

１．出 席 委 員        

   委員長  二宮 一朗 

   副委員長 和気 数男 

   委員   佐藤 恒夫 

   委員   山本 英明 

   委員   中村 敬治 

   委員   酒井 宇之吉 

１．欠 席 委 員 

   な  し 

１．出席説明員 

医療介護部長   山岡 薫彦 

生活福祉部長    

兼福祉事務所長  藤井 兼人 

生活福祉部産廃処理施設担当部長  酒井 信也 

西予市民病院事務長  大塚 進二 

野村病院事務長  松末  博 

長寿介護課長   宇都宮積矢 

子育て支援課長  松田 禎子 

福祉課長     池田いずみ 

健康づくり推進課長  沖村  智 

市民課長     松本 豊和 

環境衛生課長   兵頭 章夫 

野村生活福祉課長  河野 栄二 

医療対策室長   亀岡 敦志 

西予市民病院事務長補佐  竹内 寿男 

西予市民病院係長  稲葉 和司 

野村病院事務長補佐  富永 一彦 

野村病院係長   西森  潤 

長寿介護課長補佐  信宮 佳子 

長寿介護課係長  柴田 直樹 

長寿介護課係長  野本 伸治 

野村生活福祉課長補佐  井上 秀文 

子育て支援課長補佐  宇都宮 博 

子育て支援課係長  清家  亮 

子育て支援課係長  村上 真紀 

福祉課長補佐   大野本 敦 

福祉課係長    脇本美登利 

健康づくり推進課長補佐  井上 理恵 

健康づくり推進課保健師長  宇都宮弥生 

健康づくり推進課係長  土居 靖史 

市民課長補佐   桝田寿美子 

市民課係長    二宮 夕子 

市民課係長    西村 由起 

環境衛生課長補佐  大塚 義導 

 

１．出席議会事務局職員 

   書記    三好 祐介 

 

１．会議に付した事件   

    議案第１２１号 西予市介護保険条例等の一部を改

正する条例制定について 

    議案第１２２号 西予市指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例

制定について 

    議案第１２３号 西予市国民健康保険診療所条例の

一部を改正する条例制定について 

議案第１２４号 西予市乳幼児及び児童医療費助成

条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

議案第１２８号 西予市地域福祉基金条例を廃止す

る条例制定について 

議案第１２９号 西予市惣川高齢者生活福祉センタ

ーの指定管理者の指定について 

議案第１３１号 令和２年度西予市一般会計補正予

算(第９号) 

    議案第１３２号 令和２年度西予市国民健康保険特

別会計補正予算(第４号) 

議案第１３３号 令和２年度西予市後期高齢者医療

特別会計補正予算(第２号) 

議案第１３４号 令和２年度西予市介護保険特別会

計補正予算(第３号) 

議案第１３５号 令和２年度西予市病院事業会計補

正予算（第４号） 

議案第１３６号 財産の無償貸付について 

請願第 ２号 加齢性難聴者への補助器購入に対

する公的補助制度創設を求める請

願書 

 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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  開会 午前９時58分 

○和気副委員長 

これより令和２年第４回定例会厚生常任委員会

を開会いたします。 

開会にあたり委員長より挨拶があります。 

○二宮委員長  

 委員長が挨拶を行う。 

○和気副委員長 

次に、山岡医療介護部長より挨拶をよろしくお

願いいたします。 

○山岡医療介護部長 

 山岡医療介護部長が挨拶を行う。 

○和気副委員長 

 議案審査に移る前に注意事項を申し上げます。

発言の際には、委員長の許可を得て発言をしてく

ださい。 

また、委員会室への携帯電話の持ち込みはご遠

慮ください。 

これより先の進行は委員長が行います。 

 

【医療介護部】 

【医療対策室】 

○二宮委員長 

ただいまより本日の会議を開きます。 

それでは議案審査に入ります。 

まず、議案第 131号「令和２年度西予市一般会

計補正予算（第９号）」医療対策室所管分を議題

といたします。 

亀岡室長の説明を求めます。 

○亀岡医療対策室長 

議案第 131号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」医療対策室関係予算の御説明を

申し上げます。 

今回の補正は、八幡浜地区施設事務組合負担金

の繰越確定によります減額及び外国人活用推進事

業の新型コロナの影響によりまして不要となった

経費について減額補正するものでございます。 

補正予算書 23 ページをお開きください。 

4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務

費、18 節負担金補助及び交付金ですが、八幡浜

地区施設事務組合の議会が終了しまして、一次救

急、休日・夜間診療所事業の人件費見直し及び前

年度繰越金額の確定によります各市町の負担金額

が確定したことによりまして 23万 7000円を減額

しております。 

これに伴う歳入予算となりますが、予算書

15 ページをお開きください。 

この事業起債を充てておりまして、休日・夜間

急患センター運営負担金事業、20 款市債、1項市

債、9目衛生債、1 節保健衛生債を 30万円減額し

ております。 

続きまして、予算書 22 ページをお開きくださ

い。 

4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務

費、外国人材活用推進事業におきまして、7 節報

償費 62 万 5000 円、8 節旅費 82 万円、12 節委託

料 244 万 7000 円の合計 389 万 2000円を減額して

おります。 

これにつきましては、新型コロナウイルス感染

症の影響によりまして、外国人材の入国・受入れ

が遅れ、不要となった経費を減額するものでござ

います。 

これに伴う歳入につきましては、予算書 12 ペ

ージをお開きいただければと思います。 

13 款国庫支出金、2 項国庫補助金、8 目総務費

国庫補助金、地方創生推進交付金 493 万 4000 円

の内 149万 4000円を減額しております。 

また、補正予算書 14ページになります。 

ふるさと応援基金繰入金 2362 万 6000円減額し

ておりますが、その内 197 万 5000 円を減額して

おります。合計 346 万 9000 円を減額していると

ころでございます。 

以上で、医療対策室分の説明を終わります。 

御審議の上、御決定くださいますようよろしく

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 

亀岡室長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○中村委員 

先ほど説明がありました予算書 22 ページの外

国人材活用推進事業で 389 万 2000 円の減額とい

うことでございますが、以前説明があったかと思

いますが、もう一度、どこの国から何人ぐらいの

方を受け入れる予定で進めておったのか。その辺

御説明いただいたらと思います。 

○亀岡医療対策室長 

どちらの国から受入れをという御質問でござい

ますが、前回も御説明申し上げましたが、モンゴ

ル国から２名を介護人材として市内に受入れを予



 

－3－ 

定しております。コロナ関係事情で人材の日本語

の講習であったりそういったことが遅れておりま

して、今回の受入れ、入国が遅れているものでご

ざいます。 

○中村委員 

そうしますと、日本にもまだ来られてないと、

今言われたモンゴルで今後こちらに来るに当たっ

ての研修を今も引き続き受けられておるという状

態と理解していいんでしょうか。 

○亀岡医療対策室長 

本国のモンゴル国で日本語講習等を今受けてい

る状態でございます。 

○二宮委員長 

その他ございませんか。 

○酒井委員 

実を言いましたら、これ理事者側で、モンゴル

の国の労働者というよりも研修生、そういうこと

のパイプを大きくしてやろうとする一つの行政姿

勢が見えたわけですけども、これがどれぐらい進

んでおりますか。 

例えば、この介護の病院だけではなしに、農業

研修生でとか、労働力の研修生だとか、農業研修、

いろんな研修とのパイプは、これ部長に聞かんと

いけんかもしれませんけれども、このあたりがど

れぐらい進んでおります。 

ベトナムもありゃ中国もある、フィリピンもあ

る、民間はそちらのほうが多いんですけども、モ

ンゴルをターゲットにした形が、乙亥相撲の関係

とかいろんなつながりがあってしてるわけです。

それらも我々は理解してるところでございます。 

しかし、これがコロナで一旦ストップしてるの

か、今後このようなことが発展的な研修生制度を

しっかりと西予市の中で、こちらが受入れ体制の

条例だとかちゃんとしたものを、全部のやつじゃ

なしに、対モンゴルとの協調でつくるような予定

とか、そういうものは考えておりませんか。 

現在ストップしてるような感じがするんでお尋

ねします。 

○山岡医療介護部長 

こういった状況ですので、状況としては少しス

トップしているという、大きな状況の説明となり

ますが、具体的に言いますと、この件は私ども医

療介護部の部分だけではなく、委員言われたよう

に、市全体のことで市長としては考えを持ってい

るところでありまして、産業分野、それからまた

相撲分野、そういったところで、昨年、相撲交流

事業ということで、子どもたちが向こうに行きま

して、ちょうどドンドゴビ県との交流という形で、

相撲交流をさせていただいたところから、また昨

年の乙亥相撲には、向こうの知事も訪問いただい

て、今後のそういう相撲だけでなく、いろんな交

流をしたいということで、そういった話で進めて

いるところで、窓口的にはまちづくり推進課が全

体的な調整をしているところでして、こちらから

の訪問も実は今年度市長が行くような計画してた

んですけど、そういったところも、こういう状況

下で向こうに行けないという状況でストップして

いる状況でありますが、また、その件は、一応今

そういうことで停滞しているところでありますけ

ど、関係課で連携とって進めていくような計画を

しているところです。 

まだ具体的には進んでませんけど、そういった

ことで、相撲、あるいは産業とかの交流を向こう

側としてもしていきたい、またこちら側としても

それを契機にいろんな形での交流をしていきたい

というふうなことを考えているところです。今後、

そういったことも、具体的にまた進めていくよう

なことを今検討しているところでございます。 

○二宮委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10時 14 分） 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10時 18 分） 

その他質疑ございませんか。 

○山本委員 

今の酒井委員の質問のお答えで大体わかったん

ですけども、今後、ターゲットをモンゴルに絞っ

てずっと人材の交流をしていくのか、またちょっ

と他の国のことも考えていくのか、他の産業の部

分はさておいて、医療の部分に関して、まだ国の

情勢もあると思いますんで、今後の予定といいま

すか、策略といいますか、そんなところを今の段

階でわかっておるところがあれば教えていただい

たらと思います。 

○山岡医療介護部長 

こういった取組は、市だけでなく、市内の民間

法人と連携して進めているところです。 

昨年度から、特に、医療介護の外国人人材推進

について、市内で主な法人と連携会議を持ってま

す。西予総合福祉会、野城総合福祉協会等々と医

療介護分の外国人人材の推進で、既にＥＰＡとか、
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それから、技能実習を活用してその法人は入れら

れてる実績がありますので、どういったことが問

題かというようなこととかも含めて、それを解決

してうまくやっていけるということを連携してい

こうということでそういった会議も持ってます。

ですので、そういった中では、ベトナムとか、そ

れから、近々野城ではミャンマーから入ってくる

と、もう日本には来ているというふうに聞いてま

すので、そういう事例も検討させてもらいながら、

そういったパイプも共有しながら、市内全体でま

た、市のほうでは、モンゴルがうまくいけばこう

広げていくとか、そういったことを進めていく考

えですので、現時点では、先ほど説明したところ

で人材を活用推進していこうということですが、

その中では、またいろんな連携の取組が出てくる

んじゃないかというふうには考えてます。 

○二宮委員長 

その他ございませんか。 

○佐藤委員 

22 ページ、八幡浜地区施設事務組合負担金事

業、この事業というのは多分特老の青石寮だろう

と思うんですが、ここには、例えば三瓶地区の方

は何人ぐらい入られてるかわかりますか。 

○亀岡医療対策室長 

こちらの事業は特老の分ではなくて、八幡浜に

あります一次救急、救急・夜間診療所分の負担金

でございます。それで、八幡浜市と伊方町そして

三瓶地区の人口割となっておりますが、前回も少

しあったんですけど、人口割とはいえ当初のとき

からですが、当初のときから言いますと今では人

口割合よりは負担金額は少なくなってます。 

○酒井委員 

その件ですけどもね、負担金が、うちは人口割

が実際高いんよ。だから、八幡浜地区施設事務組

合のときにも発言をさしてもらったんだけど、見

直す形をいつか行政から向こうへ出さんと、最初

の合併の 16 年前のそのままになっとるんよ。そ

れから改定してる。 

○亀岡医療対策室長 

してないです。 

○酒井委員 

してないでしょ。そのしてないやつをしっかり

広域消防の問題もあるけど、実際はそちらのほう

も大分施設がこの 16 年間に外れてしまいまして、

し尿とかいろんなもんが、ある程度広域で残って

るのそこだけぐらいですよ。だからそれの人口割

を変えてもらう、形を見直ししてもらうのは、事

務方で話をして、そして政治の中で話するという

形の段取りをしてくださいよ。人口割いつまでも

やられてたらこたわない。議会のほうにも何かを

突破口にして八幡浜行政とのいろいろな問題を解

決したいなという考え方がありますんで。 

○亀岡医療対策室長 

西予市分が当初から 12％、八幡浜市が 75.4％、

伊方町が 12.6％の負担割合でやっております。

これが人口割合にしますと 13.何％いくと思いま

すので、西予市の負担金額が上がるということに

なりますが、そこら辺は政治的な判断もあると思

いますし、議会で決定されることですので、今後

職員からも協議を進めていきたいと思っておりま

す。 

○酒井委員 

私言っておきますけど、これ何ぼ言うたってこ

たわんのよ。というのは、施設事務組合の議会で

全体の議決権持ってるのが、半数以上が八幡浜が

持ってるんですよ。だから物申しても否決される。

その辺りも含めて何か対応考えないと。 

広域の消防の問題もあるし、救急車の問題もあ

るし、ここらの突破口から何らかの、もう議事録

残ってもいいですから、揺さぶりをかけていかん

と。 

この間南予用水の水道の見直しをしてくれって、

八幡浜の大城市長から出てると言ったけど、それ

らも含めて、16 年も経って 18 年目を迎えて、何

らかの形でいろんな形のものを見直しせんといけ

ん時期に来てると思うんです。八幡浜も水問題は

見直ししたいと言っている。自分の勝手いいとこ

ばかり見直ししたいと言ったっていけんのやけん。

その辺りも含めて、部長、調整の話が出たという

ことを言ってください。 

○二宮委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10時 26 分） 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10時 27 分） 

その他、質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

ないようですので以上で質疑を終結といたしま

す。 

これより採決を行います。 
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お諮りをいたします。 

議案第 131号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」の医療対策室所管分について、

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。 

当委員会としては原案どおり可決することに決

しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10時 28 分） 

 

【病院】 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10時 29 分） 

次に、議案第 135号「令和２年度西予市病院事

業会計補正予算（第４号）」を議題といたします。 

大塚事務長の説明を求めます。 

○大塚西予市民病院事務長 

それでは、議案説明の前に、西予市立病院の新

型コロナウイルス感染症の診療検査体制について

簡単に御説明させていただけたらと思います。 

事前にお配りいたしました資料を御覧いただけ

たらと思います。 

資料②11 月 16 日以降の診療検査体制について、

２ページ目を御覧ください。 

インフルエンザ流行期に備えた外来診療・検査

体制のフロー図ですけども、２月から西予市民病

院、野村病院で開設しておりました帰国者・接触

者外来が、11 月 16 日から、かかりつけ医等の身

近な医療機関としての診療・検査医療機関となっ

ております。 

市立病院だけでなく、市内の全ての医療機関で

はございませんが、身近な医院や診療所などの多

くの医療機関が、新型コロナウイルスの疑い患者

を含む発熱患者の診療検査を行う体制となってお

ります。西予市民病院と野村病院も診療・検査医

療機関として、発熱患者の診療・検査を行ってお

る状態です。 

さらに、西予市民病院では、そのフロー図の下

にあります診療・検査医療機関とは別に、市内医

療機関からの依頼による検査を行っております。 

○二宮委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10時 32 分） 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10時 33 分） 

大塚事務長、続きをお願いいたします。 

○大塚西予市民病院事務長 

続いて、資料③に、県内診療・検査医療機関の

状況ということで、これは県がホームページで公

表しております資料を添付しております。 

西予市内の医療機関の診療・検査の状況は、そ

ういった状況になっておりますので、また参考ま

でに御覧ください。 

それでは、議案第 135号「令和２年度西予市病

院事業会計補正予算（第４号）」西予市民病院分

について御説明申し上げます。 

今回の補正は、新たに特別交付税で措置される

ことになった不採算地区の中核的な公立病院に対

する財政措置に基づく、一般会計補助金、新型コ

ロナウイルス感染症に係る経費と補助金、マイナ

ンバーカード活用によるオンライン資格確認シス

テム整備に係る経費と補助金及び院内清掃業務委

託に係る債務負担行為、この大きく４つについて

の補正でございます。 

御手元の予算書２ページをお開きください。 

第５条債務負担行為でございますが、現在、西

予市民病院の院内清掃業務は、会計年度任用職員

である清掃員が行っております。この清掃業務に

は業務マニュアルがなく、宇和病院時代からの業

務経験の積み重ねにより清掃を実施しております。 

今回、新型コロナウイルス感染症の流行により、

病院の衛生管理の重要性を改めて認識し、これま

で以上に衛生的な院内環境を実現するため、病院

清掃の認定を有する事業者に令和３年４月から業

務委託するため、債務負担行為を設定するもので

あります。 

予算書 22ページをお開きください。 

1 款病院事業費用、1 項医業費用、3 目経費、

11節修繕費 260万円でございますが、新型コロナ

ウイルスに係る補助金を活用して、院内感染防止

対策として、院内の空気を適正に加湿するため、

外気処理空調機の加湿用フィルターを交換する経

費でございます。15節賃借料 150万円でございま

すが、市内医療機関からの依頼を受けて、発熱患

者の新型コロナウイルス検査を実施するプレハブ

のレンタル費用でございます。 

続いて、21 ページへお戻りください。 

1款病院事業収益、2項医業外収益、2目他会計

補助金 1190 万 1000 円の減額及び 3 目補助金

2974 万 1000 円の増額でございますが、補正予算
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第１号から第３号において、新型コロナウイルス

関連経費の財源として、新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金を財源とする一般会計

補助金を計上しておりましたが、その後、新型コ

ロナウイルス関連の県補助金が創設されましたの

で、県補助金を増額して、一般会計補助金を減額

する財源の組替えを行うものです。 

4目負担金及び交付金、1節一般会計負担金 1億

1233 万 9000 円でございますが、今年度、不採算

地の中核的な公立病院に対する特別交付税措置が

創設されたことによる一般会計の繰入金を計上す

るものでございます。 

続いて、予算書 24 ページをお開きください。 

1款資本的支出、1項建設改良費、2目固定資産

購入費、1節医療器械購入費 2565万円でございま

すが、新型コロナウイルス関連の県補助金を活用

して、移動型Ｘ線発生装置、超音波診断装置など

を整備する経費でございます。3 節備品購入費

271万 3000円でございますが、令和３年３月から

マイナンバーカードを健康保険証として利用する

ことになり、それに合わせてオンライン資格確認

を可能とするためのシステム導入経費でございま

す。 

23 ページにお戻りください。 

1款資本的収入、5項補助金、1目一般会計補助

金及び 3目県補助金でございますが、21ページの

1 款病院事業収益と同じでありまして、補正予算

第１号から第３号において、新型コロナウイルス

関連経費の財源として一般会計補助金を計上して

おりましたが、その後、新型コロナウイルス関連

の県補助金が創設されましたので、県補助金を

2540 万 5000 円増額し、一般会計補助金を 246 万

5000円減額する財源の組替えを行うものです。 

2 目国庫補助金 95 万 1000 円でございますが、

支出で説明いたしましたマイナンバーカードによ

るオンライン資格確認に必要なシステム導入に対

する補助金でございます。 

新型コロナウイルス関連の経費及び財源の組替

えにつきましては、これも事前に配信しておりま

す資料①を御覧いただけたらと思います。これま

での第１号から第３号までの補正予算を今回の補

正予算でどのように組替えたのかの一覧表でござ

います。現在の西予市民病院における新型コロナ

ウイルス関連予算は、資料の右側上段オレンジ色

の合計欄の中の事業費、合計は一番下になります、

事業費 5031万 9000 円が、現在西予市民病院の新

型コロナウイルス関連予算となっております。対

する補助金は、一番右の上の合計欄の 5514 万

6000円となっております。 

以上、よろしく御審議の上、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○二宮委員長 

大塚事務長の説明は終わりました。 

引き続き、野村病院の説明をお願いしたいと思

います。 

○松末野村病院事務長 

続きまして、野村病院分について御説明申し上

げます。 

今回の補正は、新型コロナウイルス感染症対応

に伴う補助金及びマイナンバー活用によるオンラ

イン資格の確認の整備に係る財源並びに、経費の

補助を行うものでございます。 

補正予算書 26 ページをお開きください。 

1 款病院事業費用、1 項医業費用、3 目経費、

6 節消耗備品費 1 万 3000 円、15 節賃借料 30 万

1000 円を増額しております。これは、補正予算

第３号で計上いたしました非接触式体温計を２台

から３台に増加したこと。また、補正予算第２号

で計上いたしました帰国者・接触者外来用のプレ

ハブの設置費用であります電気工事の変更により、

賃借料を増額したものでございます。17 節委託

料においては 290万円を減額しております。これ

は、新型コロナウイルス感染症の影響による患者

減少に伴い、ＣＴやＭＲＩの検査数が減少したた

め、遠隔画像診断委託料 300 万円を減額するもの

であります。また、発熱外来用プレハブの建築基

準法確認申請委託料 10 万円を新たに計上するも

のでございます。 

25 ページにお戻りください。 

1款病院事業収益、2項医業外収益、2目他会計

補助金、1節一般会計補助金 138万 8000円を減額

し、3 目補助金、2 節県補助金 1093 万 8000 円を

計上しております。これは、新型コロナウイルス

感染症に対応するため、補正予算第２号及び第３

号で計上しておりました地方創生臨時交付金を財

源とした一般会計繰入金を県の補助事業が創設さ

れたことにより、財源組替えのため減額し、県補

助金を計上するものでございます。 

次に、28ページをお開きください。 

1款資本的支出、1項建設改良費、2目固定資産
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購入費、1 節医療器械購入費 1402 万 5000 円を計

上しております。これは、新型コロナウイルス感

染症関連の補助金を活用し、人工呼吸器及び除細

動器を購入するものでございます。また、今年度

末でサポート期間が終了する画像レポートシステ

ムの更新費用を計上するものでございます。2 節

備品購入費 193 万円を計上しておりますが、これ

は、オンライン資格確認を導入するためのシステ

ム改修費 238 万 6000 円の増額及び補正第３号で

計上し、病室に設置しました簡易陰圧器の設置費

用の実績により 45 万 6000円を減額するものでご

ざいます。 

次に、27ページにお戻りください。 

1款資本的収入、5項補助金、1目一般会計補助

金及び 3目県補助金でございますが、これは、新

型コロナウイルス感染症に対応するため、補正予

算第２号及び第３号で計上しておりました地方創

生臨時交付金を財源とした一般会計繰入金を県の

補助事業が新設されたことにより、財源組替えを

するため、一般会計補助金 558 万円を減額し、県

補助金 1341万円を増額するものでございます。 

次に、2 項国庫補助金、1 節国庫補助金 100 万

1000 円を計上しておりますが、これは、マイナ

ンバーカードを健康保険証として利用できるよう

になり、令和３年３月にオンライン資格確認が開

始されるに当たり、システム改修を行うための財

源である補助金を受け入れるために計上するもの

でございます。 

以上で、野村病院分の説明を終わります。 

御審議の上、御決定くださいますようお願い申

し上げます。 

○二宮委員長 

以上で両病院よりの説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10時 47 分） 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10時 48 分） 

質疑はございませんか。 

○山本委員 

購入物品でいろいろ細かく分けられておったの

で、今テレビや新聞等で聞きますと医療用手袋が

非常に不足して値上がりしておるといううわさを

聞くんですけどもそういうような影響は西予市に

はまだないですか。 

○大塚西予市民病院事務長 

手袋につきましては、確かに不足の状況で値段

が高騰しておる状況ですけども、国・県からの支

給もございます。値段は高いなりに購入もできて

おりますので、現在のところ不足という状態では

ございません。 

○二宮委員長 

その他質疑はございませんか。 

○中村委員 

２ページの西予市民病院院内清掃業務委託とい

うことについて、先ほど、来年４月から新型コロ

ナ対応ということでより専門性の高い業者に委託

したいという経費だという説明があったわけです

が、今委託しておる清掃業者は市内の業者なのか

どうか、また専門性の高い技術力のある清掃業者

ということになると市外業者になる可能性がある

のかどうか。まずその辺の現状と、債務負担です

から年度内に委託契約を結ぶわけですけれども、

その流れ、そういう想定されることについてでき

れば市内業者を活用いただきたいなと思うわけで

すけれども、それができるのかできないのか、そ

の辺お尋ねいたします。 

○大塚西予市民病院事務長 

まず、現在の委託業者ということでございます

けども、現在は会計年度任用職員が実施しており

ます。委託は行っておりません。臨時職員で院内

独自の過去の経験に基づいての清掃を行っており

ます。そのため今回専門業者に委託をしたいとい

う考えになったわけですけども、現在仕様で考え

ておりますのが、医療法施行規則に基づく医療関

連サービスマーク認定事業者というところを受託

の条件に加えたいと考えております。その事業者

が、市内におきましては、現在のところ、本社と

してある事業所はないかと認識しております。支

店としてあるところは１社あるかと存じておりま

すが、その他、この周辺病院で委託を受けておる

病院など、指名願の出ておる業者の中から選定を

したいとは考えております。 

業務委託の流れですけども、今回議決いただき

ましたら、１月末には入札・契約を行いまして、

年度内にその事業者が従業員の募集ということを

行い、募集教育の上で、４月から事業委託、業務

開始という流れを想定しております。 

○中村委員 

できるだけ西予市の方が雇用されるような方向
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で御努力をいただけたらありがたいなと思ってお

ります。 

また、これは西予市民病院ということで債務負

担行為を組まれるようですが、野村病院はどうさ

れるのか。その点についてもお伺いしたいと思い

ます。 

○松末野村病院事務長 

市民病院なんですけど、清掃業務については、

会計年度任用職員の清掃員の方が清掃業務を今は

行っているということであります。 

野村病院の場合は、病室については看護補助者、

いわゆる助手さんという方です。廊下等について

は、ボイラー管理の職員が、施設管理員ですけど、

機器を使って清掃を行うということであります。 

市民病院と野村病院、病床数についても、市民

病院が 154 床、野村病院が 88 床といったような

施設規模が異なります。そういうことであります

ので、市民病院としては清掃業務として、はっき

りとした業務が確立されているというふうに思っ

ておりますが、野村病院については、そこまでの

業務がないというふうに考えておりますので、引

き続き、会計年度任用職員で清掃を行っていきた

いと思いますが、衛生管理という点につきまして

は、職員が感染防止対策をとるのはもちろんであ

りますけども、そういった衛生管理のことについ

ても研究しながら進めていきたいというふうに考

えております。 

○中村委員 

同じ市民病院ですので、格差があっては市民の

側から見るとちょっと困るわけですので、ぜひと

もそういう専門業者が来年度から入れば、そうい

うところを見習えるところがあればしっかり見習

っていただいて、野村病院の清掃業務をよりレベ

ルアップしていただきたいと思っております。よ

ろしくお願いします。 

○酒井委員 

今の中村委員の発言ですけども、市民が困るよ

うでは困るということなんですけど。現在清掃関

係でクレームなんか市民からついてます？ 

ただ今回の場合はコロナ対策で来年度予算に対

して債務負担行為で対応したいということでしょ

う、そうでしょう。だから、特に病院の規模によ

っては、私は選択肢はあると思うんですよ。だか

ら両方とも一緒にするというか、会計も違います

し、そして、先ほどまたこれ別な質問するんです

けども、不採算病院の交付金をいただいてますね。

これは、市民病院だけなんです。野村病院は、不

採算病院の交付金はもらってないです。その辺り

の病院によってはやり方がやっぱ違ってくると思

うんです。今のところ、債務負担行為にしても。

ですから、これのどういうとこでこれが出てるの

かちょっとお聞きするんですよ。先ほど、私、中

村委員の意見違うんで、その辺り申し上げました

けども、市民病院の不採算地区病院の、これは一

般会計から出てるんですよね。これが一般会計は

国からこの金額と同じやつが出てるんですか。 

○大塚西予市民病院事務長 

特別交付税の算定におきましては、繰出金の８

割が交付税措置されるということで、一般会計に

はこの繰出金の８割が特別交付税として収入され

るということになるかと思われます。 

○酒井委員 

ということはこの金額の８割が交付税でしても

らって、その上に、２割は市の一般会計の上乗せ

で出てると、そういう解釈でよろしいですか。 

○大塚西予市民病院事務長 

そのとおりでございます。 

○二宮委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10時 57 分） 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10時 59 分） 

○山岡医療介護部長 

まず先ほどの中村委員からの御質問についてな

んですけども、清掃委託業務の両病院での均衡と

いうか取組について、画一性をとらなくちゃいけ

ないんじゃないかというふうなことに関する点の

補足説明なんですけども、先ほど事務長からもあ

りましたように、施設規模等、また特にトイレの

数とかも市民病院が非常に多いと。それからまた

感染症病床も有しているというようなところもご

ざいます。 

そういったところを現時点で判断して、そうい

った取組を市民病院は来年度から行うということ

で、今のところ、野村病院は適正にそういったこ

とが行われているということでして、他の取組に

ついても、両病院で確かに違うところもございま

す。そういったところで、状況を見ながら一定の

レベルを確保できるように進めているところです

し、また今後もおっしゃったことは注意して取り

組んでいきたいと思っておりますので、そういっ
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たことで御理解いただいたらと思います。 

もう１点、不採算地区の病院の財政支援につい

ての制度について触れさせていただいたらと思う

んですけど、これについては従来から、不採算地

区病院に対する自治体への支援はございました。

今まで病床数 150床までの病院しか該当がなかっ

たわけですが、制度改正で、今年度開設されて、

今回 500床まで、そこが拡充されましたので、市

民病院が新たに今年度から該当するようになった

と。また額についてはそういう細かい制度があり

ますので若干違ってくるんですけど、そういう部

分での改正により今回予算計上しているものであ

ります。 

なお不採算地区というのは、いわゆる過疎地域

で経営条件が厳しい地域において、二次救急とか、

災害の拠点となるような中核的な公立病院の機能

を維持するために国が定めている地方財政措置で

す。地域医療構想を進めるためにそういった支援

が必要ということで進められているものです。 

その要件としては、例えば、病院、半径５キロ

以内が 10 万人未満とか、あるいは二次救急をや

っているとか、あるいは僻地医療の拠点病院の指

定を受けているとか、そういったことも要件の中

にあります。そこが今まで野村病院だけが該当し

ていたんですけど、今回から市民病院も該当する

ようになった。全国的にそういったことが必要と

いうことでの改正ということで御理解いただいた

らと思います。 

○二宮委員長 

その他質疑はございませんか。 

○酒井委員 

業者の選定で、西予市１業者、他の業者と言い

ますけども、これも厚労省とかの認可が必要だと

思いますんで、今病院の清掃ができる業者という

のは今のところどういう分布図ですか。支店は西

予市に１社あるという発言でしたけども、八幡浜

にあるのは知ってるんですよ。このあたりどうい

う分布の仕方されてます。来年度もし入れるとし

たら、現在のところどのくらいの会社が何件ぐら

いどこにありますか。 

○大塚西予市民病院事務長 

申し訳ありません。そこまで精査できておりま

せん。また、これから調べてお知らせいたしたい

と思います。 

今回の債務負担行為におきましては、先ほど申

しました資格を持っておる業者で指名願が出てお

る業者の内から参考見積りということで、３社見

積りをいただいた中の中間価格ということでさせ

ていただいております。また、実際の入札におき

ましては、入札審査会等で業者の選定になるかと

思われます。 

○酒井委員 

もう１点、必ず病院の補正予算に備品購入が出

るんですけれども、結局病院の場合は、機器が何

年か経つと新しい機器に変えるわけですけども、

企業サイドでいうとリースでやるのが普通なんで

すよ。全額購入にしてしまうことにしとるような

んですけども、ある程度年数が来たらすぐ取替え

れるような備品の仕様をリースでやれるような方

法ってのは今まで考えたことないんでしょうか。 

○大塚西予市民病院事務長 

備品、医療機器のリースによる導入ですけども、

御指摘のとおり、改めてそのような方法が可能か

どうか検討させていただきます。 

○山岡医療介護部長 

そういったことで検討はしていくわけですけど

も、今も物によったらリースしている部分もあり

ます。特に、医療機器等は非常に高額となります

ので、リースとした場合、今自治体に対しては、

地方財政措置として、借入金、起債償還に対する

交付税措置がございます。これ、一般の民間の病

院ではなかなかこういったことはないんですけど

も、借入金を利用してそれを購入した場合、今の

場合、西予市ですと過疎地域に指定されてますの

で、その借入れの半分は過疎債が利用できます。

過疎債の場合７割の交付税算入があります。また、

あと半分は公営企業債を借入れます。ですので、

借入金の半分は過疎債、半分は公営企業債で、そ

っちの部分は５割の財政支援がありますので、並

べていくと６割程度の支援、補助金ではありませ

んけど、借入金を返していく段階でそういった交

付税算入があるので、財政支援、返していく部分

にもそういう支援がある。ちょっと補助金的な見

方もできなくはないと思うんですけど、そういう

部分があるので、そういった方法が、そこら辺は

物によって金額によって、市のあるいは病院の負

担が少なくなるようなところを考えているところ

でして、そういったことも総合的に含めて検討し

てまいりたいと思います。 

○酒井委員 
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なるほどわかりました。わかりましたが、補助

金というのは、目当てがあって補助金出してもら

うからこの器械を買うという後追いになるんです

ね。積極的な医療機器の購入にはならないと思う

んですよ。最先端の技術を入れるために、それを

入れたいというときにやってたら、大体今まで補

助金を先にもらいに行って、補助金がなかったら

入れないってことになるんですよ。その辺りをこ

れからもリース等、その辺りも考えて、多少財源

的に高くついても、新しい医療器械を入れて、そ

したら補助金の場合は適化法がありますので、機

種によっては補助金適化があったから、傷んでも

いつまでも使わなきゃいけないという問題があり

ます。その辺りも含めて、柔軟な運用をお願いし

たいと思います。 

○二宮委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11時 08 分） 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午前 11時 14 分） 

その他質疑ございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

なければ以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 135号「令和２年度西予市病院事業会計

補正予算（第４号）」について、原案に賛成の委

員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。 

当委員会としては原案どおり可決することに決

しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11時 14 分） 

 

【請願】 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午前 11時 39 分） 

次に、請願第２号「加齢性難聴者への補助器購

入に対する公的補助制度創設を求める請願書」を

議題といたします。 

請願の内容につきましては、先日配信しており

ますので朗読は省略とさせていただきます。 

これより審査に入ります。 

質疑、御意見のある方は挙手をお願いしたいと

思います。 

○酒井委員 

私よく耳がよく聞こえるほうなんで、目のほう

が悪いんで老眼鏡かけたりするんですけど。これ

金額的にどれぐらいのものであればどれぐらい聞

こえて、非常に高額とかいう形になっております

けど、一般的に 2万円ぐらいとテレビで宣伝して

るやつもありますし、どんな状態か聞かしてもら

ったらと思うんですが、和気委員わかりますか。 

○二宮委員長 

今の酒井委員の質問ですけども、この請願書の

中に、補聴器の価格が片耳当たり、おおむね

15 万円から 30 万円で保険適用がないため、全額

自己負担となっているというふうな請願の内容は

ございます。 

○酒井委員 

その中で、実情 2万円で、テレビ配信してると

ころもあれば、それがよく聞こえたという人もお

りますし、その辺りの実情が、その人それぞれに

よって大分違ってきてるんじゃないかと思うんで

すが、どのような実情であるか、賛同者の和気委

員に実情を説明していただきたいと思うんですが。 

○和気副委員長 

余り詳しく知っとるわけではないんですが、実

際に討論されておるところの中では、20 万円、

ここには 50 万円と書いてあるんですが、かなり

高額なものということで、低額なものがあるとい

うようなことは私は余り知識はありません。そう

いった状況なんですが。 

○酒井委員 

私の亡くなった家内の父親が、最初は低額のや

つ入れてました。次に、水の中、風呂の中へつけ

たからということで、換えるときに、宣伝してる

人が愛媛県でやってる業者ですけども、買いまし

て、今度これがガーガーガーガー言うということ

でまた換えた。次にもまたガーガーガーガー言う

て換えた。そして３回目ぐらいに最終 50 万円ぐ

らいのやつ買ったと思います。ですから、これは

ちょっと限度がわからない、状態もわからない状

態で、人それぞれの違う形の中で、この請願書だ

けでは内容が実態がつかめないと。2 万円で非常

にいいという人も聞いておりますし、ということ

で私の意見として述べさせていただきます。 

○二宮委員長 

その他御意見ございますか。 
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○佐藤委員 

この加齢性難聴とかというこの加齢性、年を取

って、そういうふうになるとかというのだとした

ら耳だけではなくて、目なんかもそうなんですよ

ね。例えば老眼になったから眼鏡がいるよという

ふうなことになると、これは人数的にも広がって

いって多くなってくるんではないかと思うんです。

その辺りも考えないかんのじゃないかなと思いま

す。 

○二宮委員長 

その他よろしいですか。 

○中村委員 

今、佐藤委員も言われましたように、耳だけで

はない高齢になれば目もと言われますように、い

ろいろと医療の補助の対象になるものならないも

の、これから高齢化社会がますます進展するわけ

ですけれども、この社会ですから予算のことも考

えないといけないということになりますと、ここ

に出ておる請願というものは、あくまでも理想を

先取りするような形で、耳ということだけに特化

した形での請願なわけですけれども、耳だけにつ

いて請願を採択するということについては、余り

にもバランスを失するような感じも私は受けるわ

けですので、高齢化社会で気持ちよく人生を送っ

ていただくということになりますと、それぞれ耳

も大切な器官の一つですので、それが望ましいと

は思いますけれども、やはりそういう経済的な国

民の負担ということにもつながってくるわけです

ので、バランスのとれた形で進めるということに

なりますと、いきなり採択ということじゃなしに、

趣旨そのものは間違った方向ではないと思います

ので、請願についての取扱いの中で、趣旨採択と

いうのはなるべくしないということにはなってお

りますけれども、私は、趣旨そのものはいいと思

いますけど時期的にまだ早過ぎるんではなかろう

かと、まだ国民の中ではこれからずっと議論して

いかざるを得ない問題だと思っております。 

○山本委員 

やっぱり公的補助という観点での請願なので、

私も個人的に老人性難聴という医者からの診断を

受けておりますけども、公的扶助を受けたいなと

までは思わないので、今、中村委員も言われまし

たけど、この難聴ということだけに絞って公的補

助を引き出すということは無理があるのではない

かなという気がします。 

耳だけではない目、身体、いろいろ不自由なこ

とが加齢に従って出てくるので、そういうふうな

ものも含めた上での公的補助ならですけども、難

聴だけに絞ってというのは今のところちょっと無

理があるかなというような感じがしております。 

○二宮委員長 

それぞれ皆さんから御意見をいただきましたの

で、以上で質疑を終結とさせていただきたいと思

います。 

それではお諮りをいたします。 

ただいま出ております請願第２号「加齢性難聴

者への補助器購入に対する公的補助制度創設を求

める請願書」の採択につきまして賛成の委員の挙

手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

採択の賛成議員は１人でございましたが、引き

続きまして、趣旨採択に賛成の委員の挙手を求め

ます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

趣旨採択１人でございます。 

続きまして、不採択に賛成の委員の挙手を求め

ます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

不採択３名でございます。 

以上を持ちました結果として、当委員会として

は不採択ということで決したいと思います。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11時 51 分） 

 

【福祉事務所】 

【長寿介護課】 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午後０時58分） 

委員長が挨拶を行う。 

○二宮委員長 

次に、藤井生活福祉部長より挨拶をよろしくお

願いいたします。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

藤井生活福祉部長兼福祉事務所長が挨拶を行う。 

○二宮委員長 

これより審査に入ります。 

議案第 121号「西予市介護保険条例等の一部を

改正する条例制定について」長寿介護課所管分を
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議題といたします。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮長寿介護課長 

それでは、議案第 121号「西予市介護保険条例

等の一部を改正する条例制定について」長寿介護

課所管となります西予市介護保険条例の一部を改

正する条例制定について御説明を申し上げます。 

今回の改正は、地方税法の一部改正により、一

律に定義されておりました特例基準割合の名称が、

適用対象に応じました固有の特例基準割合の名称、

延滞金特例基準割合と定義されることに伴い、本

条例の一部を改正するものでございます。 

なお、施行期日は令和３年１月１日となってお

ります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

なければ以上で質疑を終結といたします。 

お諮りをいたします。 

議案第 121号「西予市介護保険条例等の一部を

改正する条例制定について」長寿介護課所管分に

ついて原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。 

当委員会としては原案どおり可決することに決

しました。 

次に、議案第 122号「西予市指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例制定について」を議題

といたします。 

宇都宮課長の説明をとめます。 

○宇都宮長寿介護課長 

それでは、議案第 122号「西予市指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例制定」につきまし

て御説明を申し上げます。 

今回の改正は、指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令の改正に伴い、本条例の一部を

改正するものでございます。 

改正の内容は、平成 30 年度介護報酬改定にお

いて設けられました居宅介護支援事業所における

管理者要件について、人材確保に関する状況等を

考慮し、主任介護支援専門員でない者が管理者で

ある要件の経過措置期間を令和３年３月 31 日か

ら令和９年３月 31 日まで延長するとともに、令

和３年４月１日以降、主任介護支援専門員の確保

が著しく困難である等やむを得ない理由がある場

合について、介護支援専門員を管理者とする取扱

いを可能にするため、当該基準及び改正省令に準

じて所要の整備を行うものでございます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

ないようでございますので以上で質疑を終結と

いたします。 

採決を行います。 

議案第 122号「西予市指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定について」原案に賛成の

委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。 

当委員会としては原案どおり可決することに決

しました。 

次に、議案第 128号「西予市地域福祉基金条例

を廃止する条例制定について」を議題といたしま

す。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮長寿介護課長 

それでは、議案第 128号「西予市地域福祉基金

条例を廃止する条例制定について」御説明を申し

上げます。 

西予市地域福祉基金は、平成 16 年の合併時に

各旧町から基金を持ち寄ることとし、地域におけ

る高齢者の健康福祉の増進を図ることを目的に設

置された基金でございます。 
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これまで、平成 18 年度に温泉巡回バスの購入

費用に 417 万 9000 円、令和元年度には、せいよ

チャレンジ・スペース整備事業に基金残額の

850万 3492 円全額を活用いたしました。 

今回、基金全額の取崩しを終えたことから本条

例を廃止するものでございます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

○酒井委員 

先般の一般質問の中でも、西予市の福祉事業そ

のもの自体が非常に手薄になって熱心でないんじ

ゃないかという質問を私させていただきました。 

この廃止につきましても、基金がなくなったか

ら本条例を廃止するとありますけれども、新しく

そういう福祉事業に対して、また高齢者保護福祉

事業等々に関しまして、43％を超えている 65 歳

以上に対して、行政側の姿勢が少し弱いんではな

いかと思いますが、これは部長にお尋ねしなけれ

ばいけないと思いますが、この基金条例を廃止す

る、また新しい基金を福祉事業として、高齢者に

対してされる予定はあるのかどうかをお尋ねいた

します。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

新たな福祉に関する基金事業の創設ということ

で御質問をいただきました。 

まず地域福祉基金の条例については廃止をさせ

ていただきます。今のところ、福祉に関する基金

を新たに設置するというような方向性は今ありま

せんが、酒井委員から貴重な御意見いただきまし

たので、この件については部内で協議してまいり

たいと思います。 

○酒井委員 

金婚式をやってはどうかということに関しまし

ても検討してみますということですので、順次、

この恣意に沿った形で検討していただきたいと思

います。 

○二宮委員長 

他に質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

なければ以上で質疑を終結といたします。 

お諮りをいたします。 

議案第 128号「西予市地域福祉基金条例を廃止

する条例制定について」原案に賛成の委員の挙手

を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。 

当委員会としては原案どおり可決することに決

しました。 

次に、議案第 129号「西予市惣川高齢者生活福

祉センターの指定管理者の指定について」を議題

といたします。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮長寿介護課長 

それでは、議案第 129号「西予市惣川高齢者生

活福祉センターの指定管理者の指定について」御

説明を申し上げます。 

このセンターは、高齢者が安心して健康で明る

い生活を送れるよう支援するとともに、福祉の増

進を図ることを目的として、平成６年６月に整備

された施設でありますが、平成 18 年４月から現

在まで、社会福祉法人西予市野城総合福祉協会が

指定管理者として運営しております。 

今回、令和３年３月 31 日をもって指定期間が

満了することに伴い、施設の指定管理者の候補者

として、西予市生活福祉施設指定管理者審査委員

会において審査した結果、非公募により、社会福

祉法人西予市野城総合福祉協会を選定いたしまし

たので、その指定について議会の議決を求めるも

のでございます。 

選定理由といたしましては、社会福祉法人西予

市野城総合福祉協会のこれまでの実績、運営方針

等を審査し、経営改善に対する取組、地域との連

携等を総合的に勘案した結果、引き続き当施設の

管理運営を行っていただくことが適当と判断され

ました。 

社会福祉法人西予市野城総合福祉協会の概要及

び当施設の運営計画につきましては、議案第

129号参考資料を御参照ください。 

以上、よろしく御審議の上、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○二宮委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
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○山本委員 

細かいことで申し訳ないけど、管理者が２人で

宿直者４人ですけど、宿直は４人で回されるとい

うことですか。それとも２人ぐらいで、非常の場

合にまた来るということですか。 

○宇都宮長寿介護課長 

宿直者につきましては、１名ずつのローテーシ

ョンで行っております。 

○二宮委員長 

他に質疑はございませんか。 

○中村委員 

この施設を設置したのが平成６年というような

説明があったように思いますが、それからずっと

この野城総合福祉協会が管理運営しておったとい

うような説明でした。それでよろしいですか。 

○宇都宮長寿介護課長 

平成６年６月 10 日に建築されておりますが、

建築以降、野城総合福祉協会で運営されておりま

した。ただ平成 18 年度からは指定管理制度を利

用しての指定管理者の運営に移行しております。 

○中村委員 

ここは惣川ということで私行ったことはないん

ですけれども、この福祉センターあそこの公民館

のところにあるんですか。どこにあるんかな。 

○二宮委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 15 分） 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時 15分） 

○宇都宮長寿介護課長 

設置場所でございますが、惣川の旧診療所の隣

に設置されております。 

○二宮委員長 

他に質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

なければ以上で質疑を終結いたします。 

お諮りをいたします。 

議案第 129号「西予市惣川高齢者生活福祉セン

ターの指定管理者の指定について」原案に賛成の

委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。 

当委員会としては原案どおり可決することに決

しました。 

次に、議案第 131号「令和２年度西予市一般会

計補正予算（第９号）」長寿介護課所管分を議題

といたします。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮長寿介護課長 

それでは、議案第 131号「令和２年度西予市一

般会計補正予算（第９号）」長寿介護課所管分に

つきまして、補正予算書に基づいて御説明を申し

上げます。 

予算書 21ページをお開きください。 

3款民生費、1項社会福祉費、3目老人福祉費、

全国健康福祉祭えひめ大会推進事業 19万 6000 円

を減額計上しております。これは、新型コロナウ

イルス感染拡大の影響を踏まえ、今年度開催予定

でありました全国健康福祉祭岐阜大会が１年延期

となり、令和４年に開催予定でありました愛媛県

大会は令和５年の開催となったことから、不要と

なりました予算を減額するものでございます。 

続きまして、歳入予算の御説明をいたします。

予算書 12ページをお開きください。 

14 款県支出金、2 項県補助金、2 目民生費県補

助金、1節社会福祉費県補助金 7万 5000円を減額

計上しております。全国健康福祉祭が１年延期さ

れ、今年度予定しておりました事業が中止となっ

たことに伴い、事業費県補助金を減額するもので

ございます。 

続きまして、債務負担行為補正につきまして御

説明いたします。予算書７ページをお開きくださ

い。 

西予市惣川高齢者生活福祉センター管理業務委

託でございますが、先ほど議案第 129 号「西予市

惣川高齢者生活福祉センターの指定管理者の指定

について」にて御説明申し上げました指定管理者

に係る管理業務委託料でございます。指定期間を

令和３年度から令和５年度までの３カ年、限度額

を 3150 万円とする債務負担行為を設定するもの

でございます。 

以上で、議案第 131 号「令和２年度西予市一般

会計補正予算（第９号）」の長寿介護課所管分の

御説明とさせていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

本案についての質疑を行います。 
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質疑はありませんか。 

○中村委員 

先ほどの野城総合福祉協会に管理業務を令和３

年から５年までの３カ年委託するという議案第

129 号の説明であったんですが、従来、ずっと指

定管理者制度ができてから、野城総合福祉協会が、

特に問題もなく管理運営されてきたのであれば、

５年とかいう方法もあったんじゃないかと思うん

ですけども、どういうことで３年になっとるんで

すか。その辺お伺いします。 

○二宮委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 21 分） 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時 22分） 

○宇都宮長寿介護課長 

指定管理期間でございますが、これまでも３年

の指定管理期間で運営を行っていただいておりま

したが、昨今指定管理者制度の見直しということ

を図っておりますので、今回も３年間の指定管理

期間とさせていただいております。 

○二宮委員長 

他に質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

なければ以上で質疑を終結といたします。 

お諮りをいたします。 

議案第 131号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」長寿介護課所管分について、原

案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。 

当委員会としては原案どおり可決することに決

しました。 

引き続き、議案第 134号「令和２年度西予市介

護保険特別会計補正予算（第３号）」を議題とい

たします。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮長寿介護課長 

それでは、議案第 134号「令和２年度西予市介

護保険特別会計補正予算（第３号）」につきまし

て、補正予算書に基づいて御説明を申し上げます。 

今回の補正内容につきましては、介護保険保険

者努力支援交付金及び災害等臨時特例補助金の内

示確定等に伴いまして、介護給付費準備基金繰入

金を減額するとともに、各事業の財源を組替える

ものでございます。 

予算書６ページをお開きください。 

歳入予算でございますが、4 款国庫支出金、

2 項国庫補助金、6 目介護保険保険者努力支援交

付金 851 万 2000 円を増額計上しております。こ

れは、市町村が行う自立支援重度化防止の取組に

対し、評価指標の達成状況に応じて交付されるも

のでございます。 

次に、7 目災害等臨時特例補助金 57 万 3000 円

を増額計上しております。これは、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、一定程度収入が下が

った被保険者に対する介護保険料の減免措置に関

して交付されるものでございます。 

続きまして、8款繰入金、2項基金繰入金、1目

介護給付費準備基金繰入金 908 万 5000 円を減額

計上しておりますが、介護保険保険者努力支援交

付金 851 万 2000 円及び災害等臨時特例補助金

57万 3000円の合計 908万 5000円の財源が確保さ

れますので、介護給付費準備基金繰入金を減額す

るものでございます。 

以上、歳入補正予算の御説明とさせていただき

ます。 

続きまして、歳出予算でございますが、予算書

７ページをお開きください。 

2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目

介護サービス給付費の財源でございますが、特定

財源の災害等臨時特例補助金 57万 3000円を増額

し、介護給付費準備基金繰入金 908 万 5000 円を

減額して、一般財源を調整しております。 

次に、3 款地域支援事業費、2 項介護予防・生

活支援サービス事業費、1 目介護予防・生活支援

サービス事業費の財源につきましては、特定財源

の介護保険保険者努力支援交付金 851 万 2000 円

を増額し、一般財源を 851 万 2000 円減額してお

ります。 

以上で、議案第 134 号「令和２年度西予市介護

保険特別会計補正予算（第３号）」の御説明とさ

せていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより本案についての質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
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○中村委員 

歳入の中の介護保険保険者努力支援交付金とい

うのはちょっと聞きなれない名前なんですが、こ

れの概要についてもう少しわかりやすく説明して

いただきたいと思うんですが。 

○宇都宮長寿介護課長 

介護保険保険者努力支援交付金でございますが、

これは、市町村が行う自立支援重度化防止の取組

に対して評価指標がございます。 

評価指標というのが大きく３つに分類されてお

ります。１つ目がＰＤＣＡサイクル体制等の構築。

２つ目に自立支援重度化防止等に資する施策の推

進。３つ目に介護保険運営の安定化に資する施策

の推進。この３項目それぞれに評価指数が設けら

れておりますが約 200 項目ございます。 

その達成度につきまして、国から交付金が支給

されるという形で、西予市は、愛媛県内の市にお

きましては、11 市の内５番目に高い評価となっ

ております。 

○二宮委員長 

他にございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

ないようですので以上で質疑を終結といたしま

す。 

これより採決を行います。 

議案第 134号「令和２年度西予市介護保険特別

会計補正予算（第３号）」について、原案に賛成

の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。 

当委員会としては原案どおり可決することに決

しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 29 分） 

 

【子育て支援課】 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時 32分） 

次に、議案第 124号「西予市乳幼児及び児童医

療費助成条例の一部を改正する条例制定について」

を議題といたします。 

松田課長の説明を求めます。 

○松田子育て支援課長 

議案第 124号「西予市乳幼児及び児童医療費助

成条例の一部を改正する条例制定について」御説

明いたします。 

今回の条例改正は、これまで小・中学生の通院

医療費の自己負担金につきましては、2,000 円を

超える医療費に対し助成しておりましたが、令和

３年４月から全額助成、無料化とするものでござ

います。 

子育て支援の取組として、子ども医療費に対す

る助成は、子どもの健全育成及び保護者の経済的

負担軽減等、子どもを安心して産み育てられる子

育て環境の充実や福祉の増進に大きく寄与するも

のととらえております。 

このことから、令和３年４月から乳幼児及び児

童医療費の自己負担分の全額助成の対象を中学校

卒業まで拡充し、子ども医療費助成として、医療

費受給資格証を医療機関の窓口で提示することで、

会計の際にその場で医療費自己負担分の支払いが

不要となる、いわゆる現物給付方式により実施し

てまいります。 

実施に当たりましては、保護者の皆様に対して、

同じ症状で複数の医療機関を受診する重複受診の

防止、救急等のやむを得ない受診以外は、診療時

間内の受診勧奨、食事、運動、睡眠など健康づく

りの推進の３点を周知することにより、医療費の

適正化にも努めてまいります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 

松田課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○酒井委員 

先ほど言いました乳幼児及び児童を子どもに改

めるって、子どもというのは、先ほど中学校卒業

と言ったんですけど、年齢ではなしに中学校卒業

ということでよろしいんですか。 

そこんとこを確認したいんですが、中学校に行

かずに卒業が遅れる人もおりますんで、その辺り

はどういう解釈したらいいんでしょうか。 

○松田子育て支援課長 

先ほど子どもというふうな表現をさせていただ

いた中に、中学校卒業までと申し上げましたが、

対象の子どもさんといたしましては、ゼロ歳から

15 歳到達後最初の３月末日までを考えておりま

す。 
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○酒井委員 

だから中学生というよりも年齢で決めていると

いうことですね。 

そして、高校生の場合は、こういう場合は、一

方を子どもとして、乳幼児から児童として、次は、

学生と呼ぶんか、何と呼ぶんですか。生徒と呼ぶ

んですか。大体、教育のほうで呼ぶ名とこちらの

保険のほうで呼ぶ場合と多少、私ずれがあってい

けんので、ちょっと確認させていただいたらと思

います。 

○松田子育て支援課長 

今回、乳幼児医療及び児童医療費を子ども医療

費として総称して、今回は受診券を作成する予定

にしております。 

先ほどの質問の中に、児童福祉法の中では、

18 歳までの子どもを児童と呼ぶというふうにさ

れておりますので、本来であれば児童医療等も使

うということも想定されますが、今回いろいろ検

討した結果、子ども医療費助成ということで一本

化したいという当課の考えで、子ども医療費助成、

医療費受給資格証とさせていただこうと考えてお

ります。 

○酒井委員 

これは単純に条例的には 15 歳までという解釈

でいいんですね。何かいろんなこと条例書き直し

とるんでわかりにくいんですけど、15 歳までは

これから無料になるという解釈でよろしいんです

ね。 

○松田子育て支援課長 

15 歳到達後最初の３月末日まで無料と考えて

おります。 

○二宮委員長 

その他質疑はございませんか。 

○和気副委員長 

現物給付で重複受診の防止と言われたんですが、

ちょっと意味がよくわからんのですが、わかりや

すくお願いします。 

○松田子育て支援課長 

今までは、児童医療につきましては 2,000 円を

超えるものにつきましては、一度受診した際にお

支払いいただいたものを還付させていただく方法、

領収書を持ってきていただいて窓口で申請をして

いただく方法をとっておりました。 

現物給付方式と申しますのは、子ども医療費受

給者証を医療機関で提示していただくことで、そ

の場で、保険に係る自己負担分はお支払いいただ

かなくてもよろしいというふうな方式になります。 

○二宮委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 39 分） 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時 44分） 

他に質疑はございませんか。 

○佐藤委員 

子どもの医療費無償化というのは非常にありが

たいことなんですが、財源の確保とかというのが

非常に関わってくるんじゃないかと思います。そ

の辺りのことはどういうふうに考えられているの

かお聞きいたします。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

佐藤委員がおっしゃるように、財源の確保がや

はり一番大事なところではございます。今、令和

３年度の当初予算編成に向けて、私たちとしても

その財源確保について検討しているところではご

ざいますが、なかなかその財源確保に至ってない

のが現状でございます。 

私どもといたしましては、現在の 1.4倍ぐらい

の費用が必要になってくるのではないかと想定を

しております。ですので、その財源の確保を今後

とも努めてまいりますが、皆様の健康づくりとい

う点でも、あわせて啓発をさしていただいて、医

療費の抑制につながるよう努めていきたいと考え

ております。 

○二宮委員長 

その他質疑ございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

なければ以上で質疑を終結といたします。 

お諮りをいたします。 

議案第 124号「西予市乳幼児及び児童医療費助

成条例の一部を改正する条例制定について」原案

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。 

当委員会としては原案どおり可決することに決

しました。 

次に、議案第 131号「令和２年度西予市一般会

計補正予算（第９号）」子育て支援課所管分を議

題といたします。 

松田課長の説明を求めます。 
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○松田子育て支援課長 

議案第 131号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」の子育て支援課所管分につきま

して、補正予算書に基づき御説明を申し上げます。 

歳出予算から御説明申し上げます。予算書

21 ページを御覧ください。 

3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務

費 552 万 9000 円の増額補正でございます。この

内容につきまして、事業概要を御覧ください。 

休日子どもサポート事業につきまして、夏休み

等の長期休業中等に、保護者が昼間家庭にいない

小学生を対象として、安心・安全な居場所を確保

し、子どもの育ちを支援するため、放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準に準じて

民間事業者に業務委託を行い実施するものでござ

います。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、学校の長期休業が短縮になるなど、当初想定

した効果を得ることが困難となり事業を中止した

ため、委託料 364 万 1000 円を減額するものでご

ざいます。 

財源といたしまして、休日子どもサポート事業

費県補助金２分の１の 136 万 4000 円と休日子ど

もクラブ保護者負担金 94 万円、一般財源 133 万

7000円が減額となります。 

事業概要２段目の子育て応援臨時特別給付金給

付事業につきましては、西予市独自の支援策とし

て、国の特別定額給付金の支給対象外となりまし

た令和２年４月 28 日から令和３年３月 31日まで

に出生した乳児を監護または養育している保護者

に対し、子育てのための経済的支援と若者定住の

促進及び児童福祉の増進を図るため、乳児１人当

たり 5万円を支給するものでございます。対象と

なる新生児を 180人と推計し、その給付金 900 万

円に加え、郵便料、システム改修委託料など事務

費 17 万円の合計 917 万円を増額補正するもので

ございます。 

財源としまして、国の新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金 825 万 3000 円を充当

するものでございます。 

続きまして、予算書 22 ページを御覧ください。 

ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業につきま

しては、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯

を対象として、１世帯 5 万円を支給し、子育てに

必要な生活費の負担増を抱えるひとり親への経済

的支援を行うものでございます。対象者は、令和

２年 12 月の児童扶養手当の支給を受けている世

帯とし、対象者を 280世帯と想定し、その給付金

1400 万円と郵便料、システム改修料の事務費

17 万 8000 円の合計 1417 万 8000 円を増額補正す

るものでございます。 

財源としましては、国の新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金 1276 万円を充当す

るものでございます。 

次に、予算書 13ページを御覧ください。 

14 款県支出金、2 項県補助金、8 目災害復旧費

県補助金 7036 万 3000円の増額補正につきまして

は、社会福祉施設等災害復旧費県補助金が、激甚

災害として対処される国特別財政支援としてのか

さ上げ分及び県補助金交付決定額を踏まえたもの

でございます。 

野村保育所につきましては、新園舎が完成し、

11 月 16 日に落成式、11 月 24 日からは無事開所

を迎え、現在ゼロ歳児２名が新たに加わり、

105名の園児が元気に笑顔で登園しております。 

次に、予算書 15ページを御覧ください。 

20 款市債、1 項市債、11 目災害復旧事業債、

5節社会福祉施設債 3890万円の減額につきまして

は、今回の国からの特別財政支援により、当市財

政負担が減ることから、国負担増額に相当する一

般単独災害復旧事業債、特別財源の減額調整を行

っており、その減額の内訳は、社会福祉施設災害

復旧事業 3870 万円、野村保育所管理運営事業

20 万円でございます。 

以上、令和２年度西予市一般会計補正予算（第

９号）子育て支援課所管分の御説明とさせていた

だきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願いいたします。 

○二宮委員長 

松田課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○酒井委員 

ひとり親世帯の臨時交付金が、コロナの関係で

今回結構出始めてるんですが、また追加で政府の

ほうがやろうとしている。このあたりで、西予市

に 280世帯ですか。これの年間の所得をどこで切

ってるのか。ひとり親世帯でありながら、それよ

り少しオーバーしてるから私はもらえないよとい
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う方を耳にするんですよ。その辺りはどのあたり

のところで切っておるか。ちょっと説明していた

だいたらと思います。 

○二宮委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 54 分） 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 01分） 

○松田子育て支援課長 

先ほどの酒井委員からいただいた質問につきま

しては、詳しい資料をまた後ほど持参させていた

だきますので、その資料でもって確認をいただけ

たらと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○酒井委員 

この件につきましては、あくまでも自己申請と

いうことになってるわけでございますね。 

○松田子育て支援課長 

そうです。申請制度になっております。 

○二宮委員長 

その他質疑はございませんか。 

○山本委員 

21 ページの休日子どもサポート事業なんです

が、今年はコロナで不用額が 360万円出たという

ことなんですけど、来年度、再来年度からも休日

に子どもをサポートしなければいけないような状

況はもうずっと夏休み、冬休み、長期休業、親御

さんにとったら出てくると思うんですけども、今

年はたまたまなくなったけども、来年度以降の西

予市としての取組、やりますよというようなこと

を言っていただければ、保護者も安心するんじゃ

なかろうかと思うんですが、その辺のお考えはい

かがですか。 

○松田子育て支援課長 

今すぐに計画というのは、まだはっきりしたも

のをお伝えすることはできないんですけれども、

子育て支援課でもアンケート等をとらせていただ

きまして、どういうふうな要望があるかというこ

とは一度調査させていただいた上で、このファン

ドを立ち上げさせていただきました。 

来年度以降につきましては、そういうふうな計

画もちょっとしていきたいというふうな事業者も、

現在放課後やっているところでないわけではあり

ませんので、少しその事業者も含めて、また他の

市内の事業者とも十分検討してまいりたいと考え

ております。 

○二宮委員長 

他にございませんか。 

○中村委員 

先ほどから議論になっております子育て応援臨

時給付金とひとり親世帯臨時給付金というのは、

5 万円ずつということで、子育てのほうは 180 人

を推定して、ひとり親世帯には 280人の子どもさ

んを推定しておるということです。申請というこ

とで先ほど言われておりましたので、申請があれ

ば、この両方をもらう可能性の人も出てくるとい

うことですね。 

○松田子育て支援課長 

先ほど申請と申しましたが、子育て応援券につ

きましては申請で行います。ひとり親臨時特別給

付金につきましては、世帯が 12 月分の児童扶養

手当支給の要件のある方というふうに限定してお

りますので、辞退をする方以外は、こちらから給

付させていただくという形を取らしていただくよ

うに考えております。 

○二宮委員長 

その他質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

（委員長交代） 

○和気副委員長 

質疑はございませんか。 

○二宮委員 

予算そのものではないんですけど、予算書を見

て説明聞いたときに、22 ページ母子福祉費とな

っておるんですけれども、今回の事業にあるよう

に、ひとり親世帯ということで今事業があります

し、10 年ぐらい前には母子と父子というのは物

すごく差があったわけですよね。そこはこの

10 年間で埋まってきたんですけども、今ほとん

ど差がないように感じるんですよね。今回説明を

受けたときに、ここの目のところ見たときに母子

福祉費ということにちょっと違和感を感じたんで

すけれども、今予算編成中ということでもありま

すし、ここのネーミングを今度考えていただけた

らいいのかなというふうに思うんですけど、そう

いうお考えは部長いかがかなと思うんですが。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

確かにおっしゃるとおりで、この件に関しては、

ちょうど当初予算の編成時期に入っておりますの

で、財政課でも協議をさせていただきたいと思い

ます。 

 （委員長交代） 
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○二宮委員長 

その他質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

なければ以上で質疑を終結といたします。 

お諮りをいたします。 

議案第 131号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」子育て支援課所管分について、

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。 

当委員会としては原案どおり可決することに決

しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 07 分） 

 

【福祉課】 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 12分） 

次に、議案第 131号「令和２年度西予市一般会

計補正予算（第９号）」福祉課所管分を議題とい

たします。 

池田課長の説明を求めます。 

○池田福祉課長 

それでは、議案第 131号「令和２年度西予市一

般会計補正予算（第９号）」の福祉課所管分につ

いて御説明をさせていただきます。 

今回の補正予算は歳出のみとなります。予算書

20 ページをお開きください。 

3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務

費、民生児童委員活動推進事業の負担金及び補助

金 338 万円を減額するものです。 

今回の補正は、新型コロナウイルス感染拡大の

影響により、民生児童委員全国一斉改選の翌年度

に実施している県外研修を翌年度に延期すること

となったため、その研修経費に係る民生児童委員

協議会補助金と職員随行負担金を減額補正するも

のでございます。 

以上、説明とさせていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願いいたします。 

○二宮委員長 

池田課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○酒井委員 

全国一斉と言ったけど、研修は全国みんな一緒

なんですか。 

○池田福祉課長 

全国一斉というのは改選です。 

○酒井委員 

改選でしょう。西予市になる以前の民生委員の

研修の組み方は結構大きく組んでたんですけども、

そして民生委員の人数も合併前から旧町ごとに変

わってないんですよ。合わせた数が今民生委員に

なっとるんです。その中で、非常に金額が大きく

なるからということで、西予市の全体の中では改

選期のときだけの１回の研修にした。これを旧町

ごとの民生委員が単独でやったり、お互いが民生

費を積み立ててやってる、手当を積み立ててやっ

てるとこあるんですが、この金額については、も

う少し研修が単体でもできる予算化をできるよう

な形にはできないでしょうか。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

こういった各種協議会、団体に対する補助金に

つきましては、合併時から見直し等を行ってまい

りまして、削減したりなかなか厳しい状況にござ

います。 

御意見いただきましたこの補助金につきまして、

一応意見をいただきましたので、当部でも御検討

はさせていただきますが、財政状況の厳しいとい

うことは御理解いただきたいと思います。 

○酒井委員 

常々私言ってるんですけれども、教育委員、農

業委員、他の各委員の手当がございます。これは

条例に決まってますね。それらの日数とか活動状

況を見ましたら、もちろん民生委員はボランティ

ア性質が非常に高いんで、なかなか他の教育委員、

農業委員、選挙管理委員のようには決まったもの

が出せないとは思いますけれども、今の活動を見

てますと、非常にボランティア性が強いのと、地

域の実情をしっかりわかってないとできないのと、

年齢が非常に高年齢化してるんで民生委員の成り

手もない。このような形の民生委員の組織そのも

の自体の在り方とか、財政は厳しい言いますけど

も、活動してもらってるところに対しては、今何

をおいても、児童にしても福祉にしても高齢者の

福祉事業にしても、民生委員に相談したり、民生

委員の活動を頼りにしとるんです。 

これをボランティアだからということで全部済
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ましてしまってたら、今民生委員の成り手も、３

年に一度ですからなかなか頼みに行きにくいとい

う実情にあるんで、何らかのことを、ボランティ

ア意識でしっかりやってもらってる人もおります

けど、中にはもう地区割りにいないからやっても

らってる人もおるんで、しっかりとその辺りは、

配慮・考慮を財政厳しき折がらだけれどもお願い

しときます。 

○二宮委員長 

他に質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 131号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」福祉課所管分について、原案に

賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。 

当委員会としては原案どおり可決することに決

しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 19 分） 

 

【生活福祉部】 

【健康づくり推進課】 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 26分） 

次に、議案第 131号「令和２年度西予市一般会

計補正予算（第９号）」健康づくり推進課所管分

を議題といたします。 

沖村課長の説明を求めます。 

○沖村健康づくり推進課長 

それでは議案第 131 号「令和２年度西予市一般

会計補正予算（第９号）」の健康づくり推進課所

管分の補正予算につきまして、予算書に基づき御

説明申し上げます。 

今回は歳出のみでございます。予算書 22 ペー

ジをお開き願います。 

4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務

費、補正額 449 万 7000 円の減額の内、本課の関

係は、事業概要、保健衛生庶務事業 36万 8000 円

の減額補正でございます。減額の内容は、新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響を受け、開催中止と

なった健康都市連合総会や急遽オンライン大会に

切替えました全国栄養士大会など出張が不要とな

った大会などの旅費を減額補正したものでござい

ます。 

次に、23ページをお開きください。 

4 款衛生費、1 項保健衛生費、2 目予防費

1371 万 5000 円の減額は、新型コロナウイルス感

染拡大に伴い、検診機関に委託していたがん検診

等事業を一部中止したことから、委託料に不用額

が見込まれ減額補正を行うもので、内訳は、肺が

んＣＴ検診が 122 万 3000 円の減、腹部超音波検

診が 1210万 4000円の減、乳房超音波検診が 38万

8000円の減であります。 

以上、議案第 131号「令和２年度西予市一般会

計補正予算（第９号）」健康づくり推進課所管分

の説明を終わります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願いをいたします。 

○二宮委員長 

沖村課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

議案第 131号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」健康づくり推進課所管分につい

て、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。 

当委員会としては原案どおり可決することに決

しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 29 分） 

 

【市民課】 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 33分） 

次に、議案第 121号「西予市介護保険条例等の

一部を改正する条例制定について」市民課所管分

を議題といたします。 

松本課長の説明を求めます。 

○松本市民課長 

それでは、議案第 121号「西予市介護保険条例
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等の一部を改正する条例制定について」市民課所

管分の西予市後期高齢者医療に関する条例の一部

改正について御説明を申し上げます。 

今回の改正は、地方税法の一部改正による延滞

金の特例割合を定める規定が改正されたことによ

るものであります。 

主な内容としましては、同法を引用して定めて

いる特例基準割合が、延滞金特例基準割合の名称

に改正されたことに伴い、関係規定の整備を行う

とともに所要の整備を行うため、本条例の一部を

改正するものであります。 

施行期日は令和３年１月１日とするものであり

ます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 

松本課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

なければ以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

議案第 121号「西予市介護保険条例等の一部を

改正する条例制定について」市民課所管分につい

て、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。 

当委員会としては原案どおり可決することに決

しました。 

次に、議案第 123号「西予市国民健康保険診療

所条例の一部を改正する条例制定について」を議

題といたします。 

松本課長の説明を求めます。 

○松本市民課長 

それでは、議案第 123号「西予市国民健康保険

診療所条例の一部を改正する条例制定について」

御説明を申し上げます。 

本市では、国民健康保険法に基づき、西予市国

民健康保険直営診療所を現在市内３カ所に開設し、

また廃止となった惣川・遊子川地区については、

移動診療車による巡回診療を実施するなど、地域

住民の医療確保に努めたところです。 

今回の改正は、今後も安定した医療サービスを

提供し、医療体制のさらなる充実を図るため、業

務の委託に関する規定等を整備するものでありま

す。 

施行期日は令和３年４月１日とするものであり

ます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 

松本課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○酒井委員 

この条例改正は何を目的にしてるんですか。ち

ょっとわかりにくいんで説明願います。 

○松本市民課長 

各診療所において、将来、医療従事者、特に医

師の確保が困難になった場合、基幹病院等、例え

ば市民病院、野村病院に業務が委託できるように

条例を整備するものであります。 

○酒井委員 

多分そうだろうと思ったんですが、三瓶の診療

所の先生がもうそろそろ定年の年齢に来ておりま

す。いつかは来るであろうと思ってた準備かなと

いうような解釈もできるんですけども、その辺り

はいかがでしょう。 

○松本市民課長 

三瓶の診療所の先生の定年が 65 歳で今年度末

定年になっていますけど、１年延長する形に今回

なっております。 

○酒井委員 

ということは先生がもう松山のほうへ帰りたか

った場合は、将来的に委託する可能性も出てくる

わけですね。今の先生、宇都宮先生でしたね、明

浜町の出身の方なんで、その辺り、今後できるだ

けおってもらえるように努力してください。お願

いします。 

○二宮委員長 

他に質疑はございませんか。 

○山本委員 

今の酒井委員の質問でお答えいただいたことか

もしれないけど、他の医療機関というたらどうい

うところを想定されてるんですか。 

○松本市民課長 

さっき言った市民病院と野村病院、三瓶地区に

ついては三瓶病院とか大きい病院を想定しており
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ます。 

○山本委員 

それは市内の病院に限ってということでしょう

か、市外は考えてないということですか。 

○松本市民課長 

野村病院のようにサテライトということで愛大

の先生が来た場合には、愛大の先生にお願いする

場合もあります。 

○二宮委員長 

他にございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

なければ以上で質疑を終結といたします。 

採決を行います。 

議案第 123号「西予市国民健康保険診療所条例

の一部を改正する条例制定について」原案に賛成

の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。 

当委員会としては原案どおり可決することに決

しました。 

引き続きまして、議案第 131 号「令和２年度西

予市一般会計補正予算（第９号）」市民課所管分

及び議案第 133 号「令和２年度西予市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）」の２件につい

て、関連がございますので一括議題といたします。 

松本課長の説明を求めます。 

○松本市民課長 

それでは、議案第 131号「令和２年度西予市一

般会計補正予算（第９号）」の市民課所管分につ

きまして、補正予算書に基づき御説明を申し上げ

ます。 

補正予算書 21 ページを御覧ください。 

歳入歳出補正予算事項別明細書で御説明をさせ

ていただきます。まず、歳出から御説明をいたし

ます。 

3款民生費、1項社会福祉費、9目後期高齢者医

療費、後期高齢者医療特別会計繰出事業で 230 万

3000 円の増額補正でございます。この繰出金に

つきましては、後期高齢者医療特別会計で御説明

をさせていただきます。 

続きまして、12 ページの歳入を御覧ください。 

14 款県支出金、1 項県負担金、2 目民生費県負

担金、補正額 172 万 7000 円の増額補正でござい

ます。後期高齢者医療の保険料軽減額の増加によ

り保険基盤安定負担金を増額するものであります。 

以上で、議案第 131 号「令和２年度西予市一般

会計補正予算（第９号）」の市民課所管分につい

ての御説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第 133 号「令和２年度西予市

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」に

つきまして、補正予算書に基づき御説明を申し上

げます。 

補正予算書７ページを御覧ください。 

歳入歳出補正予算事項別明細書で御説明をさせ

ていただきます。歳出から御説明をいたします。 

2 款後期高齢者医療広域連合納付金、1 項後期

高齢者医療広域連合納付金、1 目後期高齢者医療

広域連合納付金、補正額 230 万 3000 円の増額補

正でございます。当初見込んでいました軽減対象

者が増加したことにより、納付金に含まれていま

す保険基盤安定負担金分を増額するものでありま

す。 

６ページの歳入を御覧ください。 

3款繰入金、1項一般会計繰入金、2目保険基盤

安定繰入金、補正額 230 万 3000 円の増額補正で

ございます。保険基盤安定負担金に係る県及び市

負担分について、保険基盤安定繰入金を増額する

ものであります。 

以上で、議案第 133 号「令和２年度西予市後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」につい

ての御説明とさせていただきます。 

以上２議案、よろしく御審議の上、御決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○二宮委員長 

松本課長の説明は終わりました。 

これより本案２件に対する一括質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

ないようですので以上で質疑を終結といたしま

す。 

これより議案順に採決を行います。 

まずは議案第 131号についてお諮りをいたしま

す。 

議案第 131号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」市民課所管分について、原案に

賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 
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○二宮委員長 

挙手全員でございます。 

当委員会としては原案どおり可決することに決

しました。 

引き続き、議案第 133 号をお諮りいたします。 

議案第 133号「令和２年度西予市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）」について、原案

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。 

原案どおり可決することに決しました。 

引き続き、議案第 132号「令和２年度西予市国

民健康保険特別会計補正予算（第４号）」を議題

といたします。 

松本課長の説明を求めます。 

○松本市民課長 

それでは、議案第 132号「令和２年度西予市国

民健康保険特別会計補正予算（第４号）」につき

まして、補正予算書に基づき御説明を申し上げま

す。 

補正予算書８ページを御覧ください。 

歳入歳出補正予算事項別明細書で御説明をさせ

ていただきます。歳出から御説明をいたします。 

6款基金積立金、1項基金積立金、1目財政調整

基金積立金、補正額 368 万 6000 円の減額補正で

ございます。国への保険給付費等交付金の返還が

生じたため、積み立て予定の一部を償還金に充て

るため、減額調整するものであります。 

続きまして、7 款諸支出金、1 項償還金及び還

付加算金、3 目償還金、補正額 1331 万 8000 円の

増額補正でございます。平成 30 年度分及び令和

元年度分の愛媛県国民健康保険保険給付費等交付

金普通交付金の確定による精算に伴う交付金を返

還するものであります。 

７ページの歳入を御覧ください。 

6款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び

配当金、補正額 2 万 2000 円の増額補正でござい

ます。国民健康保険財政調整基金の一部を３カ月

間の定期預金としたことによる満期時の利子収入

でございます。 

続きまして、9款諸収入、4項雑入、6目雑入、

補正額 961 万円の増額補正でございます。令和元

年度分市町が払い込むべき診療報酬等の額の精算

による返還金となっております。 

以上で、議案第 132 号「令和２年度西予市国民

健康保険特別会計補正予算（第４号）」について

の御説明とさせていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 

松本課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○中村委員 

国民健康保険に加入されてる西予市の人はたく

さんおられるわけですけれども、こういうように

新型コロナが次々と押し寄せて、いつ終わるかわ

からないということで非常に緊張感が伴っておる

わけですけれども、基金の残高がどれぐらいにな

っておるのか。その残高に対して十分なのかどう

か、どう評価されておるのかあわせてお尋ねいた

します。 

○松本市民課長 

基金の積立て予定として約 5 億 3000 万円とな

っております。一応基金は今のところコロナとい

うことで対応できる基金の残高であると考えてお

ります。 

○中村委員 

大丈夫だと言われましても、それではちょっと

なかなか、そう言われりゃもう信用せないかんの

かなという気もするわけですけれども、このコロ

ナ自体がどういう展開をするかわからない中で、

大丈夫と言われたんではちょっといま一つ理解し

がたいところがあるんですけれどもいかがでしょ

う。 

○松本市民課長 

爆発的な感染になると当然その基金というのも

かなり厳しくなると思います。現状でいくと、基

金としては十分である蓄えと考えております。 

○二宮委員長 

他にございませんか。 

○酒井委員 

ちょっと雑入ってのが内容がわかりにくいんで

すけど、もう少し詳しく説明していただけません

か。 

○松本市民課長 

雑入ですけど、令和２年２月診療分というのが

３月請求にあります。その分が概算払いとなって

おりますんで、翌年に必ず精算するようになって
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おりますんで、その辺が雑入として受け込むこと

になっております。 

○酒井委員 

差額という分ですね。大きく払った分を返して

もらう、こういう解釈でよろしいですか。 

○松本市民課長 

概算払いということで精算に当たって返還され

る金額です。 

○酒井委員 

これを雑入で扱っていいかどうか私も疑問に思

ったんですが、いかがでしょうか。 

○二宮委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 51 分） 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 52分） 

○松本市民課長 

返納金ということで諸収入の扱いとなります。 

○二宮委員長 

その他質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

なければ以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

議案第 132号「令和２年度西予市国民健康保険

特別会計補正予算（第４号）」について、原案に

賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。 

当委員会として原案どおり可決することに決し

ました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 53 分） 

 

【環境衛生課】 

○二宮委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 58分） 

次に、酒井産廃処理施設担当部長より御挨拶を

いただきます。 

○酒井生活福祉部産廃処理施設担当部長 

酒井生活福祉部産廃処理施設担当部長が挨拶を

行う。 

○二宮委員長 

それでは審査に入ります。 

議案第 131号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」環境衛生課所管分を議題といた

します。 

兵頭課長の説明を求めます。 

○兵頭環境衛生課長 

それでは、議案第 131号「令和２年度西予市一

般会計補正予算（第９号）」環境衛生課所管分に

ついて御説明をさせていただきます。 

今回の補正予算は歳出のみとなります。 

予算書 23ページをお開きください。 

4款衛生費、2項清掃費、2目塵芥処理費の 5億

4717 万 1000 円を 11 万円増額し、5 億 4728 万

1000 円とするものです。今回の補正内容は、南

予エコ株式会社及び株式会社コパンから無償譲渡

を受けて市有財産となった産業廃棄物関連施設の

管理に伴い、当該施設が南予重機株式会社の敷地

に囲まれていて、敷地内道路を通行しなければ管

理ができないことから、南予重機と契約を交わし

た敷地内道路の市の通行権について設定登記を行

うもので、そのための登記委託料 11 万円を増額

するものです。 

以上で、環境衛生課所管分の説明を終わります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 

兵頭課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

なければ以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

議案第 131号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」環境衛生課所管分について、原

案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。 

当委員会としては原案どおり可決することに決

しました。 

続きまして、議案第 136 号「財産の無償貸付に

ついて」を議題といたします。 

兵頭課長の説明を求めます。 

○兵頭環境衛生課長 

続きまして、議案第 136 号「財産の無償貸付に

ついて」御説明をさせていただきます。 

先ほど御説明しましたとおり、南予エコ株式会
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社が所有していました産業廃棄物焼却施設と株式

会社コパンが所有していました産業廃棄物処理施

設につきましては、無償譲渡により市有財産とな

りました。 

今回、無償貸付けを行う建物につきましては、

無償譲渡を受けた施設の内、株式会社コパンが所

有していた事務所及び作業所であり、南予重機か

らの申し出により貸し付けるものです。 

当該施設は、南予重機の敷地に囲まれた立地条

件により、公共施設としての利活用が困難な施設

であること。また、施設の維持管理において、敷

地を囲んでいます南予重機に貸し付けて一体的に

管理していただくほうが合理的であることから、

市の財産処理審議会の承認を得て、令和２年

11 月 16 日に相手方と仮契約書を締結しておりま

すので議会の議決を求めるものです。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○二宮委員長 

兵頭課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 （委員長交代） 

○二宮委員 

１点だけ質問させてもらいたいんですけど、今

回の一般質問で質問されたときに、市長の答弁で

進入橋の取壊しをするからという話だったんです

けども、その日程みたいなのは決まってるのかど

うか、その１点だけ質問させてもらいます。 

○兵頭環境衛生課長 

市長が答弁しました南予エコ株式会社の焼却施

設の２階の搬入口に通じます進入する橋の取壊し

につきましては、まだ予算計上がされておりませ

ん。新年度予算に計上するよう今検討を進めてい

るところです。ですので工事につきましては、来

年度の時期、これもまだ未定でございますので、

そういうことになっております。 

 （委員長交代） 

○二宮委員長 

他に質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○二宮委員長 

なければ以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りをいたします。 

議案第 136号「財産の無償貸付について」原案

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○二宮委員長 

挙手全員でございます。 

当委員会としては原案どおり可決することに決

しました。 

本委員会に付託されました議案及び請願につい

ての審査は全て終了をいたしました。 

これにて閉会をいたします。 

 

 

 閉会 午後３時05分 

 

 

西予市議会委員会条例第30条第１項の規定によ

りここに署名する。 

 

 

  西予市議会厚生常任委員長 

 

 

 


